
令和７年５月22日

北海道警察

釧路方面本部

交通課

令和４年11月１日から

令和６年11月１日改正！ もう知っていますよね？

6月以下の懲役

又は

10万円以下の罰金

違反者は 更に

交通の危険を生じさせた場合は

１年以下の懲役

又は

３0万円以下の罰金

自転車も

『酒気帯び運転』の罰則
が整備されました！

違反者 ３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
自転車の提供者 ３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者 ２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

自転車走行中、

携帯電話等を手に持って、

通話、画面注視

する行為が対象！

※ 自動車運転免許証がない方（高校生等）も対象！


